
食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめ（抜粋） 
 

Ⅲ ＨＡＣＣＰの制度化のあり方 
 

１ 具体的な枠組み 
 

（４） 適用する基準の考え方 

コーデックスのガイドラインに基づくＨＡＣＣＰ（以下「コーデックスＨＡＣ

ＣＰ」という。）の７原則が一定程度普及している我が国でＨＡＣＣＰによる衛

生管理を制度化するに当たっては、コーデックスＨＡＣＣＰの７原則を要件と

する基準（基準Ａ）を原則としつつ、コーデックスＨＡＣＣＰの７原則をその

まま実施することが困難な小規模事業者や一定の業種等については、コーデッ

クスＨＡＣＣＰの７原則の弾力的な運用を可能とするＨＡＣＣＰの考え方に基

づく衛生管理の基準（基準Ｂ）によることができる仕組みとすることが適当で

ある。 

 

a) 基準Ａ（コーデックスＨＡＣＣＰの７原則に基づく衛生管理） 

コーデックスＨＡＣＣＰの７原則を要件とし、具体的には、別紙参考の考

え方に基づくものとする。 

 

b) 基準Ｂ（ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理（一般衛生管理を基本とし

て、業界団体が事業者の実情を踏まえ、厚生労働省と調整して策定した使い

やすい手引書等を参考にしながら必要に応じて重要管理点を設けて管理す

る衛生管理）） 

 

（対象業種等の考え方） 

従業員数が一定数以下等の小規模事業者のほか、当該店舗での小売販売のみ

を目的とした製造・加工、調理を行っている事業者、提供する食品の種類が多

く、かつ、変更頻度が高い業種又は一般衛生管理による対応で管理が可能な業

種等（飲食業、販売業等）、一定の業種等を対象とする。小規模事業者の範囲

については、従業員数、出荷量等について考慮するとともに、地方自治体等の

運用にも留意する観点から、食品表示法等の他法における取扱いも参考にし、

判断基準を示すべきである。 

その際、実質的に適用が除外される事業者がないように留意するとともに、

最終的な食品としての安全性は、基準Ａが適用される事業者と同等の水準を確

保する必要がある。 

 

（基準Ｂの内容） 

一般衛生管理を基本として、業界団体の手引書等を参考にしながら必要に応

じて重要管理点を設けて管理することを可能とし、その他の点についても弾力

的な取扱いを可能とする。 

具体的には、危害要因分析、モニタリング頻度の低減、記録の作成・保管の
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簡素化、重要管理点設定への規格基準の活用等について別紙参考の考え方を踏

まえる。このため、基準Ｂについては、食品の特性や業態等に応じて、一般衛

生管理に加えて重要管理点を設けるものから一般衛生管理のみの対応で管理

が可能なものまで、多様な取扱いが想定される。 

 

    （基準Ｂへの対応） 

厚生労働省が示している食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する

指針、大量調理施設衛生管理マニュアルや各種衛生規範、各業界団体が作成し

た衛生管理マニュアル等を基本に、衛生管理計画の策定や実施が容易となるよ

う配慮する。 

また、食品の特性や業態等も考慮し、小規模事業者等も取り組みやすいもの

とする。 

     

なお、基準の適用に際し、と畜場及び食鳥処理場（認定小規模食鳥処理場を除

く。）については、食肉処理工程が共通であること、検査員が常駐していること

といった食肉処理業に特有の状況や、諸外国においてもコーデックスＨＡＣＣＰ

が適用されていること等を考慮し、基準Ａを適用するべきである。 
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